
竹早テニスコート団体登録手続き 
◆利用の際には事前に利用登録（利用料の振替口座登録含む）が必要です。 

 
１．登録受付    文京スポーツセンターにて ９：００～２１：００   

＊代表者ご本人がお手続きください 
＊「利用者カード」は申請書類受理後、審査を経て、翌日以降の発行となります。 

(代表者が身分証をご持参の上お受け取りください) 
 

２．必要書類         ①利用登録申請書 
②文京区施設使用料口座振替依頼書 (代表者ご本人名義の口座) 
③構成員名簿 
④在住・在勤を証明できる社員証または運転免許証や健康保険証等(全員) 

               ⑤団体規約または活動内容を確認できるもの 
（サークル報・団体での大会に参加した際の書類等） 
 

３．抽選に参加できるコート  第２～第５コート 
                   平日   A   ８時～１０時   B  １０時～１２時   C １２時～１４時 
                         D  １４時～１６時   E  １６時～１８時   F １８時～２１時 
 
４．登録条件       ①定期的にテニス活動を行っている団体であること。 
               ②団体構成員が常に６名以上でテニスコートを利用すること。 
               ③全員が文京区在住または在勤であり、学生団体でないこと。 

 ④構成員が他のテニス登録団体の構成員と重複あるいは、個人登録者でないこと。 
               ⑤団体及び構成員が目白台運動公園テニスコートに登録していないこと。 
 
５．登録抹消条件    ①上記「４.登録条件」を満たさなくなったとき、また申請内容に虚偽が判明したとき 
               ②公益を害する恐れがある、または管理上支障があると認めたとき。 
               ③構成員以外が使用したとき。 
               ④営利目的で、テニスコートを利用したと管理者が認めたとき。 
               ⑤常に１３名以上でテニスコートを利用したことが明らかになったとき。 
 

６．申込期間早見表・取得単位 

使用月

１日～月末

選抽選申込期間(２０日～月末）

25 26 27 28 29 3020 21 22 23 24 531 1 2

抽

3 4 6 7 8 9 10 5 8

使用月３か月前の月 使用月２か月前の月 使用月１か月前の月

　テニス

団体

⇒随時申込み受付期間（２か月前の月の８日～使用日の前日）

→6 7 9 10→ 1 2 3 4

 
・抽選に申込めるのは平日のみ月６コマまで。 
・取得可能数は、当選分を含む平日６コマ、土日祝１コマまで「文の京」施設予約ねっとにて取得可能です。 
・取得可能数以上使用したい場合は、随時申込み期間、１日１コマまで文京スポーツセンター窓口にて申込みを 
受付けます。登録者ご本人様が「利用者カード」を必ずご持参の上ご来館ください。 
 
 

 
【竹早テニスコートについてのお問い合わせ】 
 

・利用登録、予約に関して            文京スポーツセンター     ℡ ３９４４－２２７１ 
・コート状況、キャンセルの連絡について    竹早テニスコート        ℡ ３８１４－０４２７ 

 
 
 

                          
 
 

文京区スポーツ施設 竹早テニスコート 

指定管理者 文京区スポーツ推進共同事業体 


